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禁止・制限分野にあたる具体的な事業活動は、連邦政府

の承認を得た上で、MIC により定められることになる。

制限分野やその他議会により定められる事業分野への投

資にあたっては、投資家は、MIC に対して投資提案書を

提出し、MIC 許可を得なければならない。MIC は、投

資提案書を受理するかどうか１５日以内に回答する必要

があり、投資提案書を受理した場合、投資提案書受領の

日から９０日以内に MIC 許可を発行することになる。 
 

土地利用権 
 

非規制分野に投資をする投資家は、投資提案書を MIC

に提出する必要は無いが、長期土地利用を求める場合に

は、MIC に対して、別途、承認申請を提出しなければな

らない。当該承認申請が許可される場合、長期土地利用

は５０年まで認められ、さらに１０年間ずつの延長が２

回まで可能である。賃貸借期間は、現行の枠組みと同じ

ものであるが、長期土地利用のため MIC 許可を取得す

る必要はなく、承認申請手続により別途規制されること

になる。 
 

税制優遇 
 

税制優遇は、承認申請を MIC に提出することにより、

MIC 許可を得ることなく、享受することができる。法人

税免除は、国内における投資事業の場所や、今後公布さ

れる通知により MIC によって定められる事業分野に基

づいて判断される。  
 

地方域及び州 
法人税免除を 
得られる年数 

発展が遅れている地域 (Zone 1) 最大７年 

多少発展した地域  (Zone 2) 最大５年 

ある程度発展した地域  (Zone 3) 最大３年 

 

上記の法人税免除に加え、MIC は、更に以下の優遇措置

を認めることができる。 

 

1. 建設又は改築時期の間に利用される機械・設備に対

する関税やその他の税についての減免措置 

2. 輸出製品の製造に利用される目的で輸入される原料

や一部加工済み製品に対する関税やその他の税につ

いての減免措置 

3. １年以内に再投資される利益に対する法人税の減免 

4. 研究開発費用の課税所得からの控除 

5. 外国人に対する所得税について、ミャンマー国民と

同率とできる権利 
 

現行の外国投資法においては、建設完了から３年間、製

造利用目的の原材料に対する関税やその他の税金の減免

措置が認められているが、本草案にはこの措置は存在し

ていない。上記１及び２の税制優遇措置は、輸出と紐付

けられている。 
 

紛争解決 
 

投資家は、契約書に定めた方法、国内裁判所、仲裁、あ

るいはその他の手段により紛争を解決する旨、合意する

ことができる。外国における仲裁廷によってなされた決

定は、外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約を含め、

ミャンマーが当事者となっている国際条約に基づき、政

府が国内法の下で承認した範囲で効力を有する。 
 

本草案は、DICA のウェブサイトにてダウンロードする

ことができる（ミャンマー語）http://dica.gov.mm/site

s/dica.gov.mm/files/document-files/draft_mil_as_of_3

0-5-2016_website.pdf 
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